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1.ご利用にあたって 

ＮＯＣＳ（長崎卸センターサービス㈱）の「レンタルボックス」は、皆様方が必要な時に

必要な期間ご利用できる便利な収納・保管のレンタル専門のスペースです。 

例えばご家庭に収納できないレジャー用品、自転車、玩具、引っ越し時の家財等の一時保

管に、会社の不用品や書類のスペース等様々な用途でご利用頂けます。又、大型バイク専用

のボックスも準備しております。 

海上コンテナ利用のトランクルームで、構造も頑丈で搬入搬出も楽々、大切な荷物をしっ

かりガードします。 

 

 

 お申し込み時にご用意いただくもの（個人） 

認印・身分証明書（免許証コピー） 

 

 

お申し込み時にご用意いただくもの（法人） 

代表者印・商業登記簿謄(抄)本 

 

 

 お申込み手続き 

「利用申込書及び確認書」にご記入・ご捺印の上、お申し込みください。 

 

申込先  ⇒    長崎卸センターサービス㈱ 

〒851-0134 長崎市田中町 1201 

                  TEL095-837-8111 FAX095-838-8622 

 

 

-1- 

営業日  月～金曜日（祝日、年末年始 12 月 30 日～1 月 4 日、8 月 14 日～16 日を除く） 



 利用料及び保証金の支払 

1.初めてご利用される方は、お申し込み時に利用料及び保証金を、現金又は指定の金融機関

へお振込ください。 

 

 2.翌月以降の利用料金のお支払いは、毎月 25 日（金融機関休業日の場合は翌営業日）に 

翌月分の利用代金をご指定の口座（十八親和銀行）から自動振替とさせていただきます。 

  自動振替によらない場合は、現金又は、指定の金融機関へお振込ください。 

 

 3.保証金は利用料金の１ヵ月分とします。利用を終了する場合、保証金は返戻するものとし

ますが、当社が利用者に対して請求できる債権がある場合は、返戻代金から控除できるも

のとします。 

 

 4.振込手数料はご利用者の負担とさせていただきます。 

 

 5.利用料金は月単位で算定させていただきます。※２ヵ月以上利用の場合、初月日割 

 

 鍵の受渡し 

 鍵の受渡につきましては、初回利用料金及び保証金のお支払いを確認しましたら、長崎卸 

センター組合会館内 NOCS 事務所でお渡しいたします。尚、その際、鍵の預かり書をご 

提出いただきます。 

 

 利用終了のお手続き 

 1.当社の立会確認を受けていただき、異常がなければ鍵をご返却いただきます。 

 

 2.室内の収納物は全て搬出いただき、ご利用当初の状態に戻してください。 

 

 3.保証金は利用終了時に鍵と引き換えにご返金、又は、ご指定の預金口座へ送金させて 

  いただきます。その際、振込手数料につきましては、当社にて負担致します。 

 

 4.当社が利用者に対して請求できる債権が残存し、未精算の場合には、保証金の返戻は精算

完了まで留保する事ができ、未清算費用と保証金を相殺する場合は、利用者宛その通知を

するものとします。 
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2.施設案内 

 NOCS レンタルボックスイメージ 

    

 設置場所 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

レンタルボックス配置図       
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※下記、NO.に駐車可能です 

 

P①、P②、P③、Ｐ④、P⑤、P⑥ 

 



3.利用タイプと料金 

種  類 スペース（内寸） 月額利用料金 部屋数 

Ａタイプ 約 1.6 畳 

幅 1.14ｍ×奥行 2.27ｍ×高さ 2.3ｍ 

5,500 円 

(税込) 

25 

Ｂタイプ 約 2.0 畳 

幅 1.43ｍ×奥行 2.27ｍ×高さ 2.3ｍ 

8,800 円 

(税込) 

4 

Ｂタイプ 

＊バイク可 

約 2.0 畳 

幅 1.43ｍ×奥行 2.27ｍ×高さ 2.3ｍ 

8,800 円 

(税込) 

20 

Ｃタイプ 

＊バイク可 

約 2.6 畳 

幅 1.93ｍ×奥行 2.27ｍ×高さ 2.3ｍ 

11,000 円 

(税込) 

3 

D タイプ 

 

約 4.0 畳 

幅 2.86ｍ×奥行き 2.27ｍ×高さ 2.3ｍ 

16,500 円 

(税込) 

2 

 

 

4.利用上の禁止事項 

 ●利用に際して次の行為は行わないでください 

 1.利用権及び利用レンタルボックスの全部又は一部を第三者に譲渡すること。 

 2.利用レンタルボックスの改造、改築や貼り紙、釘類を使用すること。 

 3.利用レンタルボックスを収納以外に使用すること。 

 4.火気の使用や騒音、臭気を発生させる行為。 

 

  

5.収納品の制限 

●利用室内に次のような物品は収納しないでください。 

 1.貴金属や現金、美術品などの高価なもの。 

 2.動物や植物などの生物。 

 3.果物や肉、魚等の腐敗しやすいもの。 

 4.精密機器や和服等の湿度、温度の変化に弱いもの。 

 5.ガソリン、灯油、火薬等の危険物、可燃物。 

 6.公序良俗に反する等当社が収納にふさわしくないと判断したもの。 

 7.収納物の変質・毀損に対しまして、当社は責任を負いませんのでご了承ください。 
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長崎卸センターサービス㈱レンタルボックス利用規定 
 

【 総  則 】  

第 １条 この規定は、長崎卸センターサービス㈱（以下ＮＯＣＳという）レンタルボックスの利用 

について下記条項により定める。 

 

【区画スペース】 

第 ２条 レンタルボックスの貸し出しスペースは次のとおりとする。 

① Ａタイプ  約1.6畳 幅1.14ｍ×奥行2.27ｍ×高さ2.30ｍ 

② Ｂタイプ  約2.0畳 幅1.43ｍ×奥行2.27ｍ×高さ2.30ｍ 

③ Cタイプ  約2.6畳  幅1.93ｍ×奥行2.27ｍ×高さ2.30ｍ 

④ Ｄタイプ 約4.0畳 幅2.86ｍ×奥行2.27ｍ×高さ2.30ｍ 

 

【利用料及び支払い方法】 

第 ３条 利用料及び支払い方法等は次のとおりとする。 

利用料 

① Ａタイプ １ヵ月    5,500円（税込） 

② Ｂタイプ １ヵ月     8,800円（税込） 

③ Cタイプ １ヵ月     11,000円（税込） 

④ Ｄタイプ １ヵ月   16,500円（税込） 

利用期間が１ヵ月に満たない場合でも月額料金とする。 

        （1）保証金 

            保証金は利用料の１ヵ月分とする。 

  利用を終了する場合、保証金は無利息で返金するものとする。 

  請求できる債権がある場合、保証金から控除できるものとする。 

       （2）支払い方法 

        申し込み時に利用料及び保証金を、現金又は指定の金融機関への振込で 

支払うものとする。 

以降の支払いは、以下の方法により行うものとする。 

ア)当社の指定する自動振替日（毎月 25 日金融機関休業日は翌営業日）に指定口座 

（十八親和銀行）より翌月分を自動振替により行う。 

 イ)ア）によらない場合は、翌月分を現金又は当社の指定する口座へ振込により支払う 

ものとする。 

 ウ)各支払いの都度、個々の利用料につき請求書は発行しない。 

       （3）延滞金 

             利用者は、NOCS が定めた日までに利用料を支払わない場合は、その日の翌日から支払い 

のあった時まで、または、収容物の撤去・処分等が実施され、貸出スペースが完全に空い 

た時まで、年率６％の割合で延滞金を支払うものとする。 

 

【利用料の変更】 

第 ４条 公租公課、物価の変動、その他の事由により利用料が不適当となったときは、料金を改定で 

きるものとする。この場合、変更する日の１ヵ月前までに利用者に通知するものとする。 
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【利用申込及び承諾】 

第 ５条 当等施設を利用する場合は利用申込書を以ってＮＯＣＳに提出しなければならない。また当 

社は申込者に対して承諾書を交付または送付するものとし、当該承諾書の到達した時点で承 

諾の効力を発生するものとする。 

     （1）個人の申し込みの際には住所、氏名が確認できる公的な身分証明書の写しを添付するもの 

とする。 

     （2）未成年者が申込をする際には保護者の同意書を添付することとする。 

     （3）本申込記載の住所、氏名等を変更したとき及び承諾書を紛失したときは、遅滞なくＮＯＣ 

Ｓに届け出するものとする。 

 

【鍵の取り扱い】 

第 ６条  鍵の引き渡しは、ＮＯＣＳが初回の利用料及び保証金の入金確認後、利用開始日に利用者に 

引き渡すものとする。但し利用開始日がＮＯＣＳの営業時間外の場合はこの限りではない。 

       ・営業時間は次のとおり。 

①  営業日  月～金曜日（年末年始１２月３０日～１月４日、８月１４日～１６日、祝日を除く） 

② 営業時間 午前８時３０分～午後５時３０分 

 

【収納物品の出し入れ等】 

第 ７条 収納物の出し入れ等については次のとおりとする。 

      利用者はＮＯＣＳが貸し出す鍵により２４時間（３６５日）出し入れをする事ができるもの 

とする。 

  ・鍵を紛失または交換が必要な場合は合鍵製作の実費を徴収し再度貸し出す。 

 

【利用上の禁止事項】 

第 ８条 利用に際しての禁止事項は次のとおりとする。 

① 利用権及びレンタルボックスの全部または一部を第三者に譲渡すること。 

② 扉及び壁に貼り紙や釘類を使用すること。 

③ レンタルボックス内の改造。 

④ 火気の使用。 

⑤ 騒音、臭気を発生させる行為。 

⑥ その他、公序良俗に反すると思われること。 

 

【収納物品の制限】 

第 ９条 利用室内に次の様な物品を収納することはできないものとする。 

① 貴金属、現金、有価証券、貴重品。 

② 動物、植物等の生物。 

③ 腐食しやすい物品、不潔な物品。 

④ 湿気のある物品、湿気を発生する物品、不快な臭気を発する物品。 

⑤ 湿度、温度の変化によりそのものの機能が劣化する恐れのある物品。 

⑥ 危険物、可燃物。 

⑦ 人身、財産、生活等に危害を及ぼす可能性のある物品。 

⑧ 公序良俗に反する物品等、ＮＯＣＳが収納に相応しくないと判断する物品。 
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【引き取りされない収納物品の扱い】 

第10条 当社は、本取決めにより、この契約が終了したのち、利用者が当社の催告にもかかわらず収容 

物を引き取らない場合、または、当社の催告が当社あて届け出の住所に送達したにもかかわら 

ず到達せず、本来到達した日より３営業日を経過した場合、利用者に通知した上で、また 

は、催告が到達しない場合には通知しないで、当社が適当と判断する方法により、収容物を 

別途の保管に移すものとする。 

   （1）別途保管に移した収容物につき、別途保管に移した日より１ヵ月を経過した場合、当社 

は当該収容物を処分することができるものとする。 

   （2）収容物が腐敗または変質する恐れがある場合は、必要に応じて収納物の処分を行うものと 

する。 

（3）当社は、第 1、2 項の規定により処分をした場合、利用者にその旨通知し、費用が発生し 

た場合には、その費用を利用者あて請求できるものとする。 

（4）当社が第１から3項の規定により処分し費用が発生した場合、保証金からその発生した費

用を控除し、残額があるときは利用者に返還し、不足があるときは、当該不足額を請求す

ることができるものとする。 

 

【損害賠償】 

第11条 利用者若しくは、その関係者が故意または過失によりレンタルボックスに損害を与えた場合に 

はＮＯＣＳに速やかに通知すると共に、その一切の賠償責任を負うものとする。 

     （1）ＮＯＣＳは収納物の毀損については一切の責任を負わないものとする。 

     （2）天災事故、火災、盗難等の事故、レンタルボックスの起因により発生した事故並びに他の 

利用者に関連した事故により、利用者若しくは、その関係者が被った損害について、ＮＯ 

ＣＳは一切の責任を負わないものとする。但し、ＮＯＣＳに過失があると認められた時は、 

この限りではない。 

 

【レンタルボックスの点検】 

第12条 ＮＯＣＳは必要に応じレンタルボックス内の点検を行なう事ができるものとする。 

 

【利用の解除】 

第13条  ＮＯＣＳは、次の事由が発生した場合は、契約を解除する事ができる。 

① 収納物品が第９条の取り決めに違反する事が明らかとなったとき。 

② 利用者が第12条による収納物品の検査を拒否したとき。 

③ 利用者が利用料の支払を２ヵ月以上遅延したとき。 

④ 利用者が第４条による料金の変更に「合理的理由もなく」応じなかったとき。 

⑤ 収納物品がＮＯＣＳまたは第三者に損害を与えたとき、または与える恐れがあると判断さ

れたとき。 

⑥ ＮＯＣＳが当施設を提供できなくなったとき、または事業を廃止しようとするとき、利用

者は遅滞なく利用料その他の費用及び延滞金を支払い、収納物品を引き取りするものとす

る。 

⑦ ＮＯＣＳが第1号から第5号の事由により契約を解除した場合、これによる損害について

は、責任を負わないものとする。 
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【利用の終了】 

第14条 利用の終了の際は、利用者は終了原因の如何に係らず、次の各号に従わなければならないもの 

      とする。 

① 利用者は、レンタルボックス内の自己の収納物品を全て撤去し、原形に復した上でＮＯＣ

Ｓ立会を受けたのち、ＮＯＣＳに返還するものとする。 

② 申込期間前に終了する場合はＮＯＣＳに１ヵ月前までに申し出る。 

③ 利用終了と同時に利用ボックスを明け渡さない時は、利用者は明け渡しするまでの間、利

用料の倍額に相当する損害金をＮＯＣＳに支払うものとする。 

 

【個人情報保護】 

第15条 ＮＯＣＳは個人情報保護法に基づき、契約行為等から得た利用者の個人情報を適切に管理する 

ものとする。 

 

【保険】 

第16条 建物の火災保険及び施設賠償保険については、ＮＯＣＳで付保するが、レンタルボックス内の 

収納物品は利用者が付保するものとする。 

 

【協議事項】 

第17条 利用に際して疑義を生じた時は、利用者夫々が善意を以って協議する。 

 

【その他】 

第18条 この規定に定めのない事項や緊急事態、その他必要な事項はＮＯＣＳで決定するものとする。 

 

（合意管轄） 

 本契約に基づく取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、当該施設の所在を管轄する裁判所を管轄 

裁判所とすることに合意します 
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長崎卸センターサービス㈱レンタルボックス利用申込書及び確認書 
 

長崎卸センターサービス㈱ 行 

 

1.長崎卸センターサービス㈱レンタルボックス利用規定を遵守し、次の通り利用申し込みいたします。 

タイプボックスＮｏ 月額利用料（税込） 主な収納物 利用期間 

□Ａ 

□Ｂ 

□Ｃ 

□Ｄ 

□   5,500 円 

□  8,800 円 

□  11,000 円 

□ 16,500 円 

  

令和  年  月  日～ 

令和  年  月  日 

 

 

2..収納物品の処分及び貴社の責任について、次の通り確認いたしました。 

ご確認内容 確認欄 

 

1 

利用終了後、引き取らない収納物について、貴社が利用規定に則り 

売却処分されても異議を申し立てません。 

又、上記処分に係る一切の費用を負担します。 

 

□はい 

 

2 

収納物品の毀損（カビ、変形、害虫、変色等）について、貴社に 

責任を求めません。 
□はい 

 

3 

 

貴社に対し、保管物の損害賠償請求をいたしません。 

 

 

□はい 

上記の通り申込いたします。 

 

令和  年  月  日            住所                      

 

                       氏名                    印 

 

                       電話番号（自宅）                

 

                       電話番号（携帯）                

 

お勤め先                   電話番号                    

 

利 用 承 諾 書 
上記利用を承諾いたします。 

令和  年  月  日 

                              長崎市田中町 1201 

                              長崎卸センターサービス㈱   印 

 

下記の通り初回利用料、保証金を申し受けます。 

利用タイプ □Ａタイプ □Ｂタイプ 

（大型バイク可） 

□Ｃタイプ 

（大型バイク可） 

□Ｄタイプ 

 

支払金額 

初回利用料 

※前家賃 

      円       円        円        円 

保 証 金 5,000 円 8,000 円 10,000 円 15,000 円 

合   計       円    円       円       円 

振込先 長崎卸センターサービス㈱   十八親和銀行 本店営業部  （普通） 0391140 

              十八新和銀行 東長崎中央支店 （普通） 3034399 
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長崎卸センターサービス㈱レンタルボックス鍵預書 
 

長崎卸センターサービス㈱  行 

 

 

レンタルボックスの鍵、下記の通り受領いたしました。 

 

ボックスＮｏ 鍵番号 本数 受領年月日 担当者印 

 

 

 

   

令和  年  月  日 

 

 

 

受 領 者 

 

住所 

 

 

氏名 

 

                       印 

 

電話番号 

 

 

 

 

 

下記の通り返却いたしました。 

ボックスＮｏ 鍵番号 本数 返却年月日 受領者印 

 

 

 

   

令和  年  月  日 

 

 

 

返 却 者 

 

住所 

 

 

氏名 

 

                        

 

電話番号 
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長崎卸センターサービス㈱レンタルボックス賃貸借契約解約通知書 

 

※ご解約の 1 ヵ月前までにご提出ください。 

 

長崎卸センターサービス㈱ 行 

 

物件名 レンタルボックス ボックスＮｏ 

 

ご契約者様名 

 

                様 

 

 

ご契約者住所 

  

電話番号（自宅）  電話番号（携帯）  

解約お申し出日 令和  年  月  日 方  法 ＦＡＸ  郵送  持参 

解約日 令和  年  月  日   

保証金返金先 

 

金融機関名 

  

支店名 

 

口座種別    普通・当座 口座番号  

 

口座名義 

 

 

 

 

【注意事項】 

 ※解約日までに荷物の搬出を行ってください。残置物がある場合は処分費を請求させて頂きます。 

 ※本書が当社に届いて初めて解約となりますので、本書を郵送・ＦＡＸされるお客様は必ず着信のご 

確認をお願い致します。 

 ※当社で受領した日を受付日とさせていただきます。 

 

【解約通知お届先】 

 〒851-0134  長崎市田中町 1201 

          長崎卸センターサービス株式会社  

            ＴＥＬ095-837-8111 ＦＡＸ095-838-8622 

 

 

※長崎卸センターサービス㈱記入欄 

【解約手続確認】 

 

受付日 

 

令和  年  月  日 

 

受付担当者 

 

 

解約日 

 

令和  年  月  日 

 

解約担当者 

 

 

鍵受領日 

 

令和  年  月  日 

 

鍵受領者 

 

 

清掃日 

 

令和  年  月  日 

 

清掃担当者 
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